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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月５日 ２３時２４分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市広島南東方沖の備讃瀬戸北航路 

 波
は

節岩
ぶしいわ

灯標から真方位０５４°２,５２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.４９′ 東経１３３°４４.２５′） 

事故調査の経過 平成２５年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 吉祥
きっしょう

丸、１９９トン 

  １３３９４６、大島物流株式会社 

５８.１６ｍ×９.５０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年９月 

Ｂ 警戒船 あさかぜ、５０トン 

   １２５２８９、五栄海陸興業株式会社 

   ２６.５０ｍ×５.６０ｍ×２.５８ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,３２２kＷ（合計）、昭和５８年１０

月４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   三級航海士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４６年１２月１０日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２２年７月２８日 

免状有効期間満了日 平成２８年１月１７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   三級航海士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年１２月１１日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２３年１０月１８日 

免状有効期間満了日 平成２８年１２月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 上甲板右舷側手すりに曲損及び船橋右舷側部に損傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが単独の船橋当直につ
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き、法定灯火を表示し、広島東方沖を備讃瀬戸北航路（以下「北航

路」という。）に沿って手動操舵により西南西進した。 

船長Ａは、船尾方からＡ船を追い越す態勢で接近する船舶（以下

「Ｃ船」という。）の灯火を視認したので、瀬戸大橋を通過した後、

北航路の北寄りに進路をとり、備讃瀬戸北航路第９号灯浮標を通過す

る頃、針路を真方位２５０°に定めた。 

船長Ａは、このころ、左舷船首方に‘波節岩灯標北東方の北航路を

含む浚渫
しゅんせつ

工事区域’（以下「本件浚渫工事区域」という。）で警戒業

務に従事して漂泊中のＢ船の灯火を認めた。 

船長Ａは、北航路に沿って約１０ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で、手動操舵により航行を続け、その後、左舷正横付近

にＣ船が並んだとき、Ｃ船の速力が約１１.５kn であることをレーダ

ーで確認した。 

船長Ａは、左舷船首方のＢ船との距離が約０.３海里（Ｍ）になっ

た頃、Ｂ船が北西進を始めてＡ船に接近してくるのを認めたが、Ｂ船

がＡ船に対して北航路の北側に寄れと注意をしているだけなので、い

ずれＢ船がＡ船を避けるものと思った。 

船長Ａは、北西進中のＢ船が左舷船首１００ｍ付近に接近し、更に

接近するのを見て衝突の危険を感じ、汽笛で短音の吹鳴を始め、探照

灯をＢ船の方向に照射した。 

Ａ船は、Ｂ船との距離が約３０～４０ｍとなったとき機関を中立と

したが、平成２５年７月５日２３時２４分ごろ、広島南東方沖の北航

路において、その左舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突後、直ちにＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」とい

う。）で海上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、航海士Ｂほか３人が乗り組み、法定の灯火を表示

し、船長Ｂが、航海士Ｂ及び見張り補助員１人と共に１８時００分ご

ろ船橋当直につき、本件浚渫工事区域の警戒業務に従事していた。 

船長Ｂは、操舵についていたとき、２３時１５分ごろ、北航路に沿

う針路よりも南方に向けて西南西進するＣ船の灯火を認めた。 

船長Ｂは、Ｃ船が本件浚渫工事区域に向かう針路で航行していたの

で、Ｃ船に対してＶＨＦで注意喚起をしようと思い、機関を中立と

し、風潮流により北東方に圧流されながら、ＡＩＳで確認したＣ船の

船名をＶＨＦで３回呼び出したが応答がなかった。 

船長Ｂは、Ｃ船に注意を向けながら、２３時２２分ごろ、漂泊状態

から約５～７kn の速力で北西進を始めた。 

船長Ｂは、ＶＨＦ交信をする船長Ｂに替わって操舵についていた航

海士Ｂに対し、右転を指示した後、右舷船尾方にＡ船を認めて「危な

い」という声を出したが、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、２３時２７分ごろ、備讃瀬戸海上交通センターへ通報
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し、その後、浚渫工事関係各所へ本事故の発生を連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）

参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時、潮流 東流 約２kn 

 その他の事項 船長Ａは、瀬戸大橋付近からレーダーを１.５Ｍレンジのオフセン

ターとし、前方が約２.３Ｍまで見えるように調整していた。 

 船長Ａは、本事故時のＢ船の速力を約６～７knと推測していた。 

 船長Ｂは、Ｃ船を視認した頃、北航路の北寄りを航行するＡ船を視

認したが、Ｃ船の動きに注意を向けていて、Ａ船の接近状況に気付か

なかった。 

 航海士Ｂは、２２時００分から２３時００分までの間、操舵を担当

し、２３時００分ごろ船長Ｂと交替して機関の点検を行った後、船橋

右舷後部の椅子に腰を掛けていたとき、船長Ｂに操舵の交替を指示さ

れ、操舵を交替したが、周囲の状況について船長Ｂから何も説明を受

けていなかったので、操舵を交替したとき、Ａ船の存在に気付いてい

なかった。 

本件浚渫工事区域付近海域では、２４時間体制で３隻の警戒船が配

置されて、警戒業務に当たっていた。 

北航路の可航幅は、浚渫工事により約７００ｍから約３１０ｍに狭

められていた。 

六管区地域航行警報８２号（平成２５年６月３０日１７時００分発

表）には、次のとおり記載されていた。（抜粋） 

① 北航路及びその付近で、掘下げ作業に伴う航行禁止が実施され

る。 

② 期間 平成２５年７月１日から８月８日まで 

③ 区域 下記４地点により囲まれる区域 

   北緯３４°２１′０４.８″ 東経１３３°４３′１０.２″ 

北緯３４°２０′５０.５″ 東経１３３°４３′１６.５″ 

   北緯３４°２０′４４.１″ 東経１３３°４２′５５.６″ 

   北緯３４°２０′５１.４″ 東経１３３°４２′５３.１″ 

  北緯３４°２０′５８.６″ 東経１３３°４２′４９.９″ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、広島南東方沖の北航路を西南西進中、船長Ａが、Ｂ船が北

西進してＡ船に接近してくることに気付いていたが、いずれＢ船がＡ

船を避けるものと思い、ほぼ同じ針路、速力で航行を続けていたこと

から、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 
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 船長Ａは、Ｂ船がＡ船に対して北航路の北側に寄れと注意している

だけであることから、いずれＢ船がＡ船を避けると思ったものと考え

られる。 

Ｂ船は、広島南東方沖の北航路を北西進中、船長Ｂが、航海士Ｂに

右転を指示する際、北航路を西南西進するＣ船に注意を向け、見張り

を適切に行っていなかったことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｃ船が本件浚渫工事区域に向かう針路で航行していたこ

とから、Ｃ船の動向に注意を向けていたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、広島南東方沖の北航路において、Ａ船が西南西進

中、Ｂ船が北西進中、船長Ａが、Ｂ船がＡ船に接近してくることに気

付いていたが、いずれＢ船がＡ船を避けるものと思い、ほぼ同じ針

路、速力で航行を続け、また、船長Ｂが、北航路を西南西進するＣ船

に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、接近するＡ船

に気付かず、北西進する態勢から右転し、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船の注意を喚起するために必要があると認める場合には、発光 

信号や音響による信号を行うこと。 

・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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 付図１ 事故発生経過概略図 

香 川 県 

本件浚渫 

工事区域 

 

波節岩灯標 

事故発生場所 

（平成２５年７月５日 

２３時２４分ごろ発生） 

丸亀市 

広島 

丸亀市 本島 

北航路 Ｂ船 

Ａ船 

Ｃ船 

備讃瀬戸北航路 

第７号灯浮標 

備讃瀬戸北航路第９号灯浮標 
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     付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

(°) 

対地速力 

(kn) 

23:02:13 34-21-39.2 133-44-36.6 303.5 0.2 

23:03:42 34-21-37.7 133-44-37.4 136.7 4.1 

23:04:42 34-21-34.6 133-44-42.2 118.6 5.4 

23:05:42 34-21-32.2 133-44-47.8 132.5 4.3 

23:06:12 34-21-30.4 133-44-49.3 148.0 4.8 

23:07:12 34-21-25.7 133-44-49.5 211.8 5.2 

23:08:12 34-21-22.8 133-44-43.8 247.4 5.7 

23:09:42 34-21-19.7 133-44-33.7 248.2 5.8 

23:10:12 34-21-18.6 133-44-30.3 252.8 6.0 

23:11:13 34-21-17.7 133-44-24.5 262.7 4.2 

23:12:42 34-21-16.6 133-44-17.2 251.2 4.1 

23:13:12 34-21-16.0 133-44-14.9 247.7 4.1 

23:14:13 34-21-14.9 133-44-11.9 237.6 0.6 

23:16:42 34-21-16.3 133-44-13.4 043.1 1.3 

23:19:42 34-21-20.4 133-44-17.7 043.5 1.9 

23:20:12 34-21-21.1 133-44-18.5 049.3 1,9 

23:21:12 34-21-22.5 133-44-20.2 046.7 1.6 

23:22:42 34-21-24.8 133-44-20.7 293.2 5.0 

23:23:13 34-21-26.0 133-44-17.7 301.4 5.2 

23:23:43 34-21-28.3 133-44-14.7 306.3 7.1 

23:24:13 34-21-29.3 133-44-10.5 275.1 7.2 

23:24:42 34-21-30.0 133-44-07.0 294.7 4.9 

（注） 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は

真方位である。 


